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伊佐地区子ども会スケート教室に参加しました。 

 ３月１１日（土）伊佐地区子ども会スケート教室へ、豊田前町の児童が参加しました。 

 当日は、豊田前公民館からバスで伊佐公民館へ向かい、くだまつ健康パークアイススケート場、周南市徳山動物園を訪

れました。 

 伊佐地区子ども会や当日ご協力いただいたサポーターの皆さん、貴重な機会をいただき、大変にお世話になりました。 

 豊田前町の児童・保護者の皆さん、多くのご参加をいただき、ありがとうございました。 

初めてスケートをした人がほとんどでしたが、あっと

いう間に、スイスイと滑っていました。友達と楽しそ

うに滑る様子が印象的でした。 

当日は天候に恵まれ、徳山動物園は暑いほどでし

た。 

お昼休憩では、日蔭でかき氷やソフトクリームを

食べました。 

昼ごろに到着し、天気がとてもよく、

ライオンやニホンカワウソなど、多

くの動物が寝ており、普段見れない

姿を観察できました。 

普段見れない動物を、間近で見ること

ができ、児童たちは貴重な発見が多く

ありました。 



豊田前キッズスクールが開催されました。 

令和５年２月１８日（土）、豊田前女性部の主催で、第５回豊田前キッズスクールが開催されました。 

美祢市社会福祉協議会の白井さんを講師にお招きし、車いす風船バレーを行いました。 

車いす風船バレーは、日本で作られた競技で、車いすに乗る人、アイマスクを装着する人、介助をする人、

健常な人でチームを作り、風船バレーの試合を行います。 

全員が１回は風船に触れてから相手コートに打ち返すなどのルールがあり、スポーツとして楽しみつつも、「多

様なチームの中で自分に何ができるか？」を児童自身で考える、よい学びの機会となりました。 

固定資産台帳の閲覧について （お知らせ） 

 この制度は、主に納税義務者が固定資産課税台帳により、自己の資産について課税内容を確認できる制
度です。豊田前出張所でも閲覧ができます。 

 納税者には、納付書と同時に固定資産課税明細書が送付されますので、そちらの明細書でもご確認いただ

けます。 詳しくは、「げんき美祢３月号」１０ページをご確認ください。 

 

 閲覧開始日 ：４月１日（土）～ ＜土・日・祝日を除く＞ 

  ※ ４月１日（土）～５月１日（月）までは手数料は無料です。 

 閲 覧 時 間 ：８時３０分～１７時１５分 

 交付希望の場合 ：１枚につき１０円のコピー代がかかります。 

 閲覧できる人 ：納税者等、閲覧できる人には要件があります。 

 【問い合せ先】 ：税務課 ☎ 0837-52-5234 

桜公園（４区の２）の整備作業が行われました。 

 ３月５日（日）４区の２にある桜公園と忠魂碑、豊田

前郷土資料館の整備作業が行われました。遺族会、

社会復帰促進センター職員、生涯学習のまちづくり豊

田前地区推進協議会と地域有志の皆さまにご参加い

ただきました。休日にも関わらず、多くの皆さまにご協力

いただき、大変にありがとうございました。 

 整備された桜公園は、これから桜が見頃となります。

近くへ立ち寄られた際は、ぜひ足をお運びください。 

 また、豊田前郷土資料館の見学も随時行っておりま

す。鍵の貸出を行いますのでお気軽に公民館までお

問い合わせください。 
桜公園の作業風景 

資料館の作業風景 

アイマスクをした人が、風船に触れること

ができるように、チームで声をかけ、手を

取り合っていました。社会でも同じである

と感じました。 

車いすの人が風船に触れるように、介助者

は車いすを急いで移動させます。でも、そ

れでは乗ってる人は怖かったそうです。そ

の後、声をかけて、優しく押していました。 



固定資産税・都市計画税（１期）保育利用料（４月分）市営住宅使用料（４月分） 

                                      納期限 令和５年５月１日（月） 

４ 月 納 税 の お 知 ら せ 

戸別受信機を無料でお貸しします。 
 美祢市は、災害時の情報伝達手段のさらなる充実をはかり、市の防災情報等を配信するために、公民館周

辺に屋外スピーカーを設置し、さらに市民の皆さまへ戸別受信機の無料貸与を行っています。 

 戸別受信機には、美祢市防災アプリ、安全・安心メールと同様の情報を音声放送として皆さんにお届けしま

す。 

 なお、２月１日以降は、年齢や携帯電話等の有無にかかわらず、希望される世帯に無料でお貸しできるよう

になりました。戸別受信機の利用をご希望の方は、申請ならびに機械の受取りを豊田前公民館でも行えます

ので、ぜひご利用ください。（原則、戸別受信機は申請当日にお受け取りできます。） 

お使いのスマホに美祢市防災アプリは入っていますか？ 

 美祢市は避難所の開所情報や注意報、防災情報を、皆さまがお持ちのスマートフォンに迅速に

お知らせするため、「防災アプリ」を運営しています。下記のQRコードを読み込んでいただき、

ご登録ください。 

 アプリの入れ方がわからない、使い方がわからない方は、ご家族に協力いただくか、公民館で

もお手伝いいたします。もしものときに備え、ぜひご活用ください。 

お持ちのスマートフォンで、QRコードを読み

取ります。アプリ名『ライフビジョン』をダウ

ンロードします。 

アプリを開き、登録をします。 

（その１） 地域を選択してログインをします。 

（その２） 利用規約に同意して、登録完了です。 

1 

2 

戸別受信機の特徴について 
 １ 緊急放送の際は、サイレンと警告灯が点滅し、最大音量で放送します。 

 ２ ご家庭のコンセントに接続するだけでご利用いただけます。 

 ３ 携帯電話会社が発信する緊急速報を受診し音声配信します。 

 ※ ラジオ機能はありません。 

ご利用に際して 

 ・ １世帯に１台お貸しします。 

 ・ ご利用中の電気料金および電池の費用については、利用者のご負担でお願いします。 

お問合せ先 美祢市総務課 防災危機管理室 【☎0837-52-1110】 




